
　

申
告
時
に
は
必
ず
「
収
支
内
訳
書
」
を
記

入
し
て
、
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
作
成

し
て
い
な
い
人
は
、
作
成
終
了
後
に
受
け
付

け
を
行
い
ま
す
。
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る

人
は
、
市
役
所
ま
た
は
税
務
署
か
ら
送
付
し

て
い
る
「
農
業
収
支
内
訳
書
」
に
記
入
し
て
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

お
尋
ね
く
だ
さ
い
）

・ 

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

た
人

○ 

営
業
、
農
業
、
保
険
外
交
員
そ
の
他
事
業
、

不
動
産
、
配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

○ 

大
工
、
左
官
な
ど
の
賃
金
、
内
職
の
手
間

賃
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

○
年
金
や
恩
給
な
ど
を
受
け
た
人

　

前
年
中
に
病
気
や
失
業
な
ど
で
所
得
の
無

か
っ
た
人
、
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
を

受
け
て
い
て
他
に
所
得
が
な
い
人
も
申
告
が

必
要
で
す
。

 

○ 

勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
菊
池

市
に
提
出
さ
れ
、
他
に
所
得
の
な
い
人

○ 

税
務
署
に
確
定
申
告
を
す
る
人

　

 

税
務
署
か
ら
封
書
を
送
ら
れ
て
い
る
人

は
、
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

○ 

65
歳
以
上
（
昭
和
20
年
１
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人
）
の
国
民
年
金
な
ど
の
公

的
年
金
の
み
の
収
入
で
、
そ
の
支
給
額
が

１
４
８
万
円
以
下
の
人
。

　

 　

た
だ
し
、
営
業
・
農
業
・
不
動
産
（
小

作
料
含
む
）・
そ
の
他
の
所
得
の
あ
る
人

は
除
き
ま
す
。

  　

得
）
な
ど
の
あ
る
人
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
を
受
け
ら
れ
る
人
は
税
務
署
で
確

定
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
菊
池
市
に
住

ん
で
い
た
人
で
前
年
中
に
次
の
所
得
が
あ
っ

た
人
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

○ 

給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
人

・ 

中
途
退
職
な
ど
に
よ
り
、
年
末
調
整
が
で

き
て
い
な
い
人

・ 

給
与
所
得
の
他
に
、
家
賃
や
小
作
料
、
農

業
所
得
、
雑
所
得
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た

人
・ 

医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
な
ど
を
受
け 

る
人

・ 

菊
池
市
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
な
い
人
（
提
出
の
有
無
は
勤
務
先
に

　

市
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告
を
し
て
い

た
だ
く
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

申
告
は
市
県
民
税
や
国
民
健
康
保
険
税

の
算
出
基
礎
に
な
る
も
の
で
、
申
告
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措

置
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
各
種
税

証
明
書
な
ど
の
発
行
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※ 

本
年
度
は
菊
池
市
内
全
域
に
地
区
割
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
期
間
後
半
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
め
に

申
告
を
済
ま
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

※ 

年
金
収
入
の
み
の
人
に
限
り
、
２
月
８
日
・

９
日
・
10
日
の
３
日
間
、
市
役
所
１
階
小

会
議
室
で
申
告
受
付
を
実
施
し
ま
す
。

※ 

譲
渡
所
得
（
譲
渡
所
得
）（
株
式
譲
渡
所

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
所
得
金
額
や

税
額
を
正
し
く
計
算
し
て
納
税
す
る
申
告
納

税
制
度
を
採
っ
て
い
ま
す
の
で
、
所
得
金
額

や
税
額
を
正
し
く
計
算
し
、
申
告
と
納
税

は
、
期
限
内
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
確
定

申
告
書
の
提
出
は
、
郵
送
な
ど
で
も
結
構
で

す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す
と
、
申
告

会
場
は
大
変
混
雑
し
、
時
間
が
か
か
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
申
告

書
な
ど
の
作
成
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。(h

ttp
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp
)

　

ま
た
、
詳
し
い
こ
と
は
、
最
寄
り
の
税
務

署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１
※
自
動
音
声
案
内

期
間
内
に
も
れ
な
く

申
告
を
お
願
い
し
ま
す

市
県
民
税
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

所
得
の
な
か
っ
た
人
も

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い

申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

事
業
所
得
を
申
告
す
る
人

市県民税
所得税
申告のしおり

申告期間
２月16日（火）～
３月15日（月）
（土曜・日曜を除く）

確定申告会場が菊池税務署に変わります
開設期間 　２月16日（火）～３月15日（月）※土曜・日曜は除きます。

　納税は、口座振替が、安心・便利・
確実です。
　また、税務署員を装った「振り込
め詐欺」にご注意ください。不審な
電話があった場合は、税務署にお問
い合わせください。

問い合わせ・提出先
菊池税務署　☎（25）2121

市県民税の申告受付会場
受付時間
午前の部　午前８時40分～午前11時
午後の部　午後１時～午後４時

受付会場
税務課（４番窓口）
七城総合支所１階税務係
旭志総合支所１階税務係
泗水総合支所２階大会議室
※ ４会場どこでも申告できます。都合の良い会場を
ご利用ください。

申告に必要なもの
　所得額から差し引く（控除する）ものがあ
れば、必ず証明書などをお持ちください。
○ 印かん（認印）
○ 収入（所得）を証明できる資料
 ・源泉徴収票（公的年金含む）、支払い証明書
 ・ 農業所得や事業所得、不動産所得のある人
は、収支内訳書（記入済み）、帳簿類、固定資
産税の納税通知書（明細書など）

○ 各種領収書（収支内訳書に記入されている
人は不要です）または証明書
○ 医療費などの領収書（個人ごとに仕分け
し、それを病院ごとに仕分けして計算して
申告されますようお願いします）、生命保
険料、地震保険料、社会保険料（国民健康保
険税や国民年金など）、障害者手帳、障害者
控除対象者認定書など
○ 所得税の還付を受ける人、口座振替による
納税を希望する人は、通帳と通帳届出印か
ん

要介護者の障害者控除について
　介護保険制度で要介護に認定された65歳
以上の人は、基準に応じて障害者控除または
特別障害者控除が受けられます。
　申告の際には、「障害者控除対象者認定書」
が必要になりますので、事前に生きがい推進
課または各総合支所民生課から認定書の交
付を受けてください。
農業収入のある人へ
  販売伝票や必要経費の領収書を整理し、収
支内訳書へ記入して申告にお越しください。
収支内訳書の作成がない場合は、その場で自
書による作成を行っていただきます。それに
より受付順が替わる場合がございますので
ご了承ください。
（前回、農業収入の申告を市町村役場へ行っ
ている人には１月中旬に収支内訳書を郵送し
ています。）
　税務署から確定申告書の送付がある人は、
同封されている収支内訳書を使用して、税務
署で申告を行ってください。

問い合わせ先　税務課市民税係

●国民健康保険税第８期
※ 口座振替を利用している人は、
２月25日（木）に振替を行いま
すので、残高の確認をお願いし
ます。

問い合わせ先　税務課、徴税課

２月の「税」の納期限
３月１日（月）
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